
旭土木事務所作業車（ダブルキャブ）の新規リースに関する 

質問への回答 

 

質問内容 回答 

本車両は代替車両でしょうか。 現在使用している車両の代替となりま

す。 

想定される使用年数を教えてください。 基本的には７年間のリース契約となりま

すが、リース期間満了後、車両の状況等

によって再リースをお願いする場合もご

ざいます。（なお、現行車両は平成 23年

12 月から使用しています。） 

月間走行距離を教えてください。 月間 800 ㎞程度と想定しています。 

現在、半導体不足や部品不足等により、

車両注文後、納期が非常にかかっていま

す。また、注文後の納期も不安定な状況

です。上記の理由等により納期遅延とな

った場合、ペナルティなしで協議して頂

けるでしょうか。 

現在の部品不足等により契約から納品ま

でに時間がかかる状況を考慮し、通常に

比べ余裕を持った納期を設定しておりま

す。納期については厳守して頂く必要が

ありますので、万が一、遅延があった際

は損害賠償の請求や指名停止等、ペナル



ティが生じる可能性があります。ただ

し、契約締結後の社会情勢の変動等によ

り、やむを得ない事情があると考えられ

る場合には、横浜市契約規則等に照ら

し、関係部署と協議のうえ、対応を判断

することとなります。 

 


